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農地法等の一部を改正する法律による農業経営基盤強化促進法の一部改正について

第１ 農地利用集積円滑化事業の創設

１ 農地利用集積円滑化事業の趣旨

経営する農地が分散している状態にある中で、転用期待等により農地価格が農業

生産による収入に見合う水準を上回る傾向にある等効率的な利用に必要な集積が困

難な状況にある。

農地の効率的な利用に向け、その集積を促進するため、市町村の承認を受けた者

が、農地の所有者から委任を受けて、その者を代理して農地の貸付け等を行うこと

等を内容とする農地利用集積円滑化事業が創設された 農業経営基盤強化促進法 昭（ （

和55年法律第65号。以下「法」という ）第４条第３項 。。 ）

２ 農地利用集積円滑化事業の実施

(1) 農地利用集積円滑化事業の内容

ア 農地所有者代理事業（法第４条第３項第１号イ）

農地所有者代理事業とは、次に掲げる事業をいう。

(ｱ) 効率的かつ安定的な農業経営を営む者への農用地の面的にまとまった形で

の利用集積（以下「面的集積」という ）の円滑な促進を図るため、農地利。

用集積円滑化団体（法第11条の９第１項の承認を受けた者又は法第11条の11

第１項の規定により農地利用集積円滑化事業規程を定めた市町村をいう。以

下同じ ）が行う農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用。

地等について売渡し 貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託 以下 貸、 （ 「

付け等」という ）を行う事業。

(ｲ) 農地利用集積円滑化団体が、委任に係る農用地等についてその所有者自ら

が耕作又は管理を行うことが困難な場合に、貸付け等が行われるまでの間当

該農用地等を良好な状態に保つために除草、畦畔の維持等の管理を行う事業

イ 農地売買等事業（法第４条第３項第１号ロ）

農地売買等事業とは、農地利用集積円滑化団体が農用地等を買い入れ、又は

借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業をいう。

ウ 研修等事業（法第４条第３項第１号ハ）

研修等事業とは、農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等

を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法

を実地に習得するための研修その他の事業をいう。

(2) 実施主体

ア 農地所有者代理事業、農地売買等事業及び研修等事業の実施主体は、売買、

賃貸借等を通じて自ら農用地の権利主体となること等から、市町村、農業協同

組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって次に掲げる要件を満たす

者とされた（法第４条第３項第１号 。）

(ｱ) 市町村が社員となっている一般社団法人でその有する議決権（その社員の

うちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議

決権を含む ）の数が議決権の総数の過半を占めるもの又は市町村が基本財。
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産の拠出者となっている一般財団法人でその拠出した基本財産（その基本財

産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組

合の拠出した基本財産を含む ）の額が基本財産の総額の過半を占めるもの。

であること（農業経営基盤強化促進法施行規則（昭和55年農林水産省令第34

号。以下「規則」という ）第１条の２第１号 。。 ）

(ｲ) その法人が主として農地利用集積円滑化事業その他農業構造の改善に資す

るための事業を行うと認められること（規則第１条の２第２号 。）

イ 農地所有者代理事業のみを行う場合の実施主体は、自ら農用地の権利主体と

なる必要がないことから、全国の市町村で幅広く農地所有者代理事業に取り組

めるよう、アに掲げる者及びそれ以外の営利を目的としない法人又は法人格を

有しない団体であって次に掲げる要件を満たす者とされた（法第４条第３項第

２号 。）

(ｱ) 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関

する事項、総会の議決事項等が定められている定款又は規約を有しているこ

と（規則第１条の３第１号 。）

(ｲ) その法人又は団体が主として農地利用集積円滑化事業その他農業構造の改

善に資するための事業を行うと認められること（規則第１条の３第２号 。）

(3) 事業実施地域

農地利用集積円滑化事業は、基本として、市街化区域（都市計画法（昭和43年

法律第100号）第７条第１項の市街化区域と定められた区域で同法第23条第１項の

規定による協議が調ったもの（当該区域以外の区域に存する農用地と一体として

農業上の利用が行われている農用地の存する区域を除く ）を除いた市町村の全。）

域を対象として行われるものである。

、 、なお 市町村の区域のうち農業上の利用が見込めない森林地域等がある場合は

そのような地域を除いて、例えば、農業振興地域（農業振興地域の整備に関する

法律（昭和44年法律第58号）第６条第１項の規定による農業振興地域をいう ）。

を事業実施地域とすることも可能である。

(4) 都道府県基本方針への位置付け

農地利用集積円滑化事業の実施に当たっては、都道府県知事が、法第５条第１

項の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針（以下「都道府県基本方針」と

いう ）に「農地利用集積円滑化事業の実施に関する基本的な事項」を定めるも。

のとされた（法第５条第２項第４号ハ 。）

また、農地法等の一部を改正する法律（平成21年法律第57号。以下「改正法」

という ）附則第11条第１項の規定により、改正法の施行日から起算して３月を。

、 、経過する日までに都道府県基本方針を変更する必要があるため 都道府県知事は

市町村における農地利用集積円滑化事業の適正かつ円滑な実施が図られるよう、

速やかに都道府県基本方針の見直しを行い、農地利用集積円滑化事業の実施に関

する基本的な事項を追加する必要がある。

「農地利用集積円滑化事業の実施に関する基本的な事項」については、都道府

県の区域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者への農用地の面的集積に
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向けて、農地利用集積円滑化事業の適切な実施が確保されるよう、都道府県段階

における関係機関及び関係団体の連携の確保、農地利用集積円滑化事業の運用に

当たっての各般の施策との連携等について記述することが望ましい。

(5) 市町村基本構想への位置付け

農地利用集積円滑化事業については、全市町村での展開を図るため、法第６条

第１項の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（以下「市町村基本構

想」という ）の必須記載事項とされた（法第６条第２項第５号 。。 ）

なお、農地利用集積円滑化事業の創設に伴い、市町村段階で行われる法第４条

第２項の農地保有合理化事業については、廃止することとされた。

また、改正法附則第11条第２項の規定により、都道府県基本方針が変更された

日から起算して３月を経過する日までに市町村基本構想を変更する必要があるこ

とから、改正法による改正前の法第６条第１項の市町村基本構想を策定した市町

村においては、都道府県知事による都道府県基本方針の変更が行われた後遅滞な

く、改正法による改正前の法第６条第３項の規定に基づく市町村段階の農地保有

合理化法人に関する事項を削除するとともに、次の事項を市町村基本構想に追加

する必要がある。

「 」ア 法第６条第２項第５号イの 農地利用集積円滑化事業を行う者に関する事項

については、地域の実情を踏まえ、当該市町村において農地利用集積円滑化事

業を適正に実施するに当たってどのような者を農地利用集積円滑化事業の実施

主体とするかの市町村の考え方を記述することが望ましい。

この場合、特定の者を指定するのではなく、例えば、市町村の各地域ごとの

農用地の利用状況、面的集積の課題等を踏まえた地域ごとの認定農業者等への

農用地の面的集積の取組のあり方を明らかにし、農地利用集積円滑化事業を行

。う者の果たすべき役割についての市町村の考え方等を記述することが望ましい

イ 法第６条第２項第５号ロの「農地利用集積円滑化事業の実施の単位として適

当であると認められる区域の基準」については、市町村全域又は旧市町村、大

字等の単位で区分した区域を定めることが望ましい。

市町村を区分して実施する場合は、土地の自然的条件、農業者の農用地の保

有及び利用の状況、農作業の実施状況等から、実施主体が農地利用集積円滑化

事業を適切に実施することができると見込まれる一定のまとまりのある区域を

定めることが望ましい。

なお、複数の農地利用集積円滑化団体が事業を実施する場合には、特定の農

地利用集積円滑化団体が優良農地の区域のみで事業を行うこと等により事業実

施地域が偏ることがないよう、市町村全体における事業実施地域の調整を行う

ことが望ましい。

ウ 法第６条第２項第５号ロの「その他農地利用集積円滑化事業の実施の基準に

関する事項」については、農地利用集積円滑化事業の適切な実施を確保する上

で基本となる次の事項を定めることが望ましい。

(ｱ) 農地利用集積円滑化事業規程の具体的な内容

(ｲ) 農地利用集積円滑化事業による農用地の集積の相手方
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(ｳ) 農地所有者代理事業における委任・代理の考え方

(ｴ) 農地売買等事業における農用地等の買入れ、売渡しの対価の設定等の基準

(ｵ) 他の関係機関及び関係団体との連携に関する事項

(6) 農地利用集積円滑化事業の実施に当たっての留意事項

市町村は、市町村基本構想の内容に則し、効率的かつ安定的な農業経営を営む

者への農用地の面的集積の促進に向け、積極的に取り組むことが望ましい。

そのため、市町村が中心となって、農地利用集積円滑化事業をどのように進め

、 、 、ていくのか 実施主体としてどのような者が適当なのか等について 農業委員会

農業協同組合、土地改良区等の関係機関及び関係団体による検討の場を設けるこ

とが望ましい。この場合、例えば地域担い手育成総合支援協議会の活動の一部と

して 「農地利用集積円滑化事業の実施についての検討会」等を開催することも、

考えられる。また、自発的に農地利用集積円滑化事業を行おうとする者が見込め

ない場合には、どの組織が農地利用集積円滑化事業を担うべきかについて、速や

かに関係機関及び関係団体との間で調整を図り、事業の円滑な推進に支障を来さ

ないようにすることが望ましい。

農業委員会は、市町村に執行機関として置かれる機関として、法第18条第１項

の規定による決定等の業務を行うところであり、市町村が農地利用集積円滑化事

業の実施主体となれること、当該業務を行う農業委員会が農地所有者の代理人と

なることは適当でないこと等から、農地利用集積円滑化事業の実施主体となるも

のではないが、地域における農地事情に精通した重要な機関として農地利用集積

円滑化事業に積極的に関わることが望ましい。

農地利用集積円滑化団体は、多数の農用地等の所有者が農地利用集積円滑化事

業を活用できるよう、関係機関及び関係団体と連携して、農用地等の所有者及び

効率的かつ安定的な農業経営を営む者等に対し、農地利用集積円滑化事業のパン

フレットの配布、説明会の開催等を通じた普及啓発活動に努める必要がある。さ

らに、農用地等の所有者の利用に資するためには、農業委員会の協力を得て、集

落ごとに相談窓口を設置すること等も考えられる。

また、多数の農用地等の所有者から一括して委任を受けるためには、聞き取り

等による調査を行って農用地等の所有者及び効率的かつ安定的な農業経営を営む

者等の意向を把握し、集落の土地利用の現状、面的集積後の農用地の利用状況等

、 。を図面で整理して 集落座談会等の場で視覚的に示すことも効果的と考えられる

このほか、農地利用集積円滑化事業の実施に当たっては、次の事項に留意され

たい。

ア 農地所有者代理事業

農地所有者代理事業を実施するに当たっては、農用地の効果的な面的集積を

確保する観点から、農用地等の所有者は、委任契約に係る土地についての貸付

け等の相手方を指定しないこと。

このほか、次に掲げる事項に留意すること。

(ｱ) 農地所有者代理事業については、事業実施主体が農用地の保有リスクを負

うことなく面的集積に取り組めるものであり、農地利用集積円滑化事業の基
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本となる事業であることから、(2)のアに示す者が農地利用集積円滑化事業を

行おうとする場合には、農地所有者代理事業を行うことが必須であること。

(ｲ) 農地利用集積円滑化団体は、利用権設定等促進事業（法第４条第４項第１

号に規定する事業をいう。以下同じ ）の活用を図ること。。

この場合、農地利用集積円滑化団体は、委任の申し込みのあった農用地等

を事業実施地域のいずれの者に面的にまとまった形で貸し付けるか等につい

て、農業委員会と連携・調整を図ること。

なお、農業委員会は、農業者から農用地について利用権の設定等を受けた

い旨の申出又は農用地の所有者から利用権の設定等についてあっせんを受け

たい旨の申出があった場合には、必要に応じて農地利用集積円滑化団体と調

整を図ること。

(ｳ) 農地所有者代理事業を実施する場合には、別添１の利用権設定等委任契約

書例を参考に契約書を作成し、農用地等の貸付け等の委任を申し込んだ農用

地等の所有者と契約を締結すること。

(ｴ) 委任契約を締結するに当たっては、

ａ 農地所有者代理事業の効率的な実施の確保、契約当事者間の紛争の防止

等の観点から、委任事務及び代理権の範囲については、農用地等の所有者

が農地利用集積円滑化団体に委任する内容に則して定めること。

ｂ 所有権の移転をする場合の対価又は賃借権を設定する場合の賃借権の存

続期間及び借賃並びに農業経営又は農作業の委託をする場合の当該委託の

存続期間及び委託料金については、農用地等の所有者が申し出た内容を基

に農地利用集積円滑化団体が委任契約に基づいて交渉する貸付け等の相手

方と協議し、貸付け等の内容が農用地等の所有者が申し出た内容と異なる

場合には、農用地等の所有者の同意を得る旨の定めをすることが望ましい

こと。

ｃ 受任した農用地等の貸付け等の相手方が替わっても、当該農用地等の所

有者に代理して新たな相手方との貸付け等の契約が締結できるよう、委任

契約の期間はできる限り長期とすることが望ましいこと。

(ｵ) 農用地等の貸付け等については、地域の認定農業者等に集積することを優

先して行うこと。

(ｶ) 農用地等の保全のための管理を行う事業を実施する場合には、農用地等の

。 、所有者と書面による農作業等の受委託の契約を締結して行うこと この場合

農地利用集積円滑化団体は、農用地等の保全のための管理作業について、他

の者に再委託しても差し支えないこと。

(ｷ) 農地所有者代理事業を行う農地利用集積円滑化団体は、農用地等の所有者

から当該事業に係る委任契約の申込みを受けた場合は、正当な理由がなけれ

ば委任契約の締結を拒んではならないこととされたこと（法第11条の12 。）

この場合の「正当な理由」とは、委任の申込みのあった土地が、例えば、

次のような場合であること。

ａ その土地の農業上の利用を図るためには相当のコストを要する等周辺の
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農用地等に比して農用地等としての機能が著しく低下している場合

ｂ その土地の土壌が汚染されている等農用地等としての利用に適さないも

のである場合

ｃ その土地の所有権につき争いがある場合

、 、 、 、したがって 農地利用集積円滑化団体は 委任の申込者との間で 例えば

農地利用集積円滑化事業以外の事業についての関係の有無等を理由として、

委任契約の締結を拒むことはできないこと。

(ｸ) 農地利用集積円滑化団体が市町村に対し農用地利用集積計画を定めるべき

ことを申し出た場合、市町村はその申出の内容を勘案して農用地利用集積計

画を定めるものとするよう措置することとされたこと（法第18条第５項 。）

イ 農地売買等事業

農地売買等事業を実施するに当たって、農用地の効果的な面的集積を確保す

る観点から、農地利用集積円滑化団体は、農用地等を借り受ける際に、転貸す

ること及びその転貸の相手先を指定しないことについて、農用地等の所有者の

同意を得ておくこと。

このほか、次に掲げる事項に留意すること。

(ｱ) 農地利用集積円滑化団体は、利用権設定等促進事業の活用を図ること。

この場合、農地利用集積円滑化団体は、買い入れ、又は借り受けた農用地

等を事業実施地域のいずれの者に面的にまとまった形で貸し付けるか等につ

いて、農業委員会と連携・調整を図ること。

なお、農業委員会は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者から農用地に

ついて利用権の設定等を受けたい旨の申出又は農用地の所有者から利用権の

設定等についてあっせんを受けたい旨の申出があった場合には、必要に応じ

て農地利用集積円滑化団体と調整を図ること。

(ｲ) 農用地等の売買価格は、近傍類似の農用地等に係る取引価格等を参考に定

めること。

(ｳ) 農用地等の借賃については、農地法（昭和27年法律第229号）第52条の規定

により農業委員会が提供している借賃等の情報を十分考慮して定めること。

(ｴ) 農用地等の売渡し、交換又は貸付けについては、地域の認定農業者等に集

積することを優先して行うこと。

ウ 研修等事業

研修等事業を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。

(ｱ) 農地利用集積円滑化団体は、新規就農者等に対する農業の技術、経営の方

法の実地研修等を目的とする研修等事業を行う場合には、通常の管理耕作の

範囲を超えて、作目及び栽培方法の選択、農用地等の形質の変更等を行うこ

とができること。

(ｲ) 研修の実施期間は、新規就農希望者の年齢、農業の技術等の習得状況に応

じおおむね５年以内とすること。ただし、農地利用集積円滑化団体が借り入

れた農用地等において研修等事業を行う場合には、研修等事業の実施期間は

当該農用地等の借入れの存続期間内とすること。
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、 、 、(ｳ) 研修等事業の実施に当たっては 普及指導センター 都道府県農業大学校

、 、 、都道府県農業会議 農業協同組合 地域の農業者等と連携して行うとともに

農業技術等を効率的に習得することができるように努めること。

(7) 農地利用集積円滑化団体

ア 農地利用集積円滑化事業規程

農地利用集積円滑化事業を行おうとする者（市町村を除く ）は、当該事業。

の種類、実施地域及び実施方法について定めた農地利用集積円滑化事業規程に

ついて市町村の承認を受けなければならないものとされた（法第11条の９第１

項 。）

なお、市町村自らが農地利用集積円滑化事業を行おうとするときは、市町村

は、農地利用集積円滑化事業規程を作成しなければならないものとされた（法

第11条の11第１項 。）

また、市町村が農地利用集積円滑化事業規程を定めようとする場合、当該市

町村の長は農地利用集積円滑化事業規程を縦覧しなければならないこととされ

た（規則第12条の15 。これは、市町村自らが農地利用集積円滑化事業を実施）

しようとする場合に、市町村以外に農地利用集積円滑化事業の実施を検討して

、 、いる組織もあり得ること等から これらの者から意見を聴くための機会を設け

事業の実施等について事前に調整を行うことができるよう措置されたものであ

る。

イ 農地利用集積円滑化事業規程の内容

農地利用集積円滑化事業規程には、事業の種類、事業実施地域及び事業の実

施方法に関して、次の事項を定めることとされた（法第11条の９第２項、規則

第12条の11）が、具体的な内容については、別添２の農地利用集積円滑化事業

規程例を参照されたい。

(ｱ) 農地所有者代理事業の実施に関する次に掲げる事項（規則第12条の11第１

号）

ａ 農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して行う農用地等の売

渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託に関する事項（当該委

任に係る農用地等の保全のための管理に関する事項を含む ）。

ｂ その他農地所有者代理事業の実施方法に関する事項

(ｲ) 農地売買等事業の実施に関する次に掲げる事項（規則第12条の11第２号）

ａ 農用地等の買入れ及び借受けに関する事項

ｂ 農用地等の売渡し及び貸付けに関する事項

ｃ 農用地等の管理に関する事項

ｄ その他農地売買等事業の実施方法に関する事項

(ｳ) 研修等事業の内容及び当該事業の実施に関する事項（規則第12条の11第２

号）

(ｴ) 事業実施地域に関する事項（規則第12条の11第３号）

(ｵ) 事業実施地域が重複する他の農地利用集積円滑化団体並びに農地保有合理

化法人、都道府県農業会議、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携
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に関する事項（規則第12条の11第４号）

(ｶ) その他農地利用集積円滑化事業の実施方法に関する事項（規則第12条の11

第５号）

ウ 農地利用集積円滑化事業規程の承認

農地利用集積円滑化事業規程の承認に当たっては、農地利用集積円滑化事

業を行おうとする者の人的構成、財政基盤等の状況を踏まえ、法令の基準に

照らして判断することとなる。

この場合、これまで市町村段階の農地保有合理化法人として農地保有合理

化事業規程の承認を受けていたにもかかわらず活発に事業を行っていなかっ

た者について、安易に農地保有合理化法人であったことをもって判断するの

でなく、今後事業に積極的に取り組む見込みがあるかを見極め、他に候補者

がいないかも考慮して判断することが望ましい。

また、複数の者から承認の申請があった場合には、書面による審査のほか

に申請者から農地利用集積円滑化事業の実施方針等を聴き取って判断するこ

ととなる。

(ｱ) 農地利用集積円滑化事業規程の承認を申請する際の提出書類

農地利用集積円滑化事業規程の承認申請は、次に掲げる書面を提出して行

わなければならないことされた（法第11条の９第１項、規則第12条の10 。）

ａ 農地利用集積円滑化事業規程

ｂ 法第４条第３項第１号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人にあって

は、定款

ｃ 法第４条第３項第２号に掲げる者にあっては、定款又は規約

(ｲ) 農地利用集積円滑化事業規程の承認基準

農地利用集積円滑化事業規程の承認は、次に掲げる基準をすべて満たす場

合に行うこととされた（法第11条の９第３項 。）

ａ 農地利用集積円滑化事業規程の内容が、市町村基本構想に適合するもの

であること（法第11条の９第３項第１号 。）

ｂ 農地利用集積円滑化事業規程の内容が、事業実施地域の全部又は一部が

既に農地利用集積円滑化事業を行っている者の事業実施地域と重複するこ

とにより当該重複する地域における農用地の利用の集積を図る上で支障が

生ずるものでないこと（法第11条の９第３項第２号 。）

ｃ 農地利用集積円滑化事業規程の内容が、法第12条第１項の認定を受けた

者が当該認定に係る農業経営改善計画に従って行う農業経営の改善に資す

るよう農地利用集積円滑化事業を実施すると認められること（法第11条の

９第３項第３号 。）

ｄ 農用地の利用関係の調整を的確に行うための要員を有しているものであ

ること（規則第12条の12第１号 。）

ｅ 農地所有者代理事業を行う場合には、その事業実施地域に存する農用地

等の所有者からその所有する農用地等について農地所有者代理事業に係る

委任契約の申込みがあったときに、正当な理由なく当該委任契約の締結を
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拒まないことが確保されているものであること（規則第12条の12第２号 。）

ｆ 農地利用集積円滑化事業を行うに当たって、効率的かつ安定的な農業経

営を営む者に対する農用地の利用の集積を的確に図るための基準を有して

いるものであること（規則第12条の12第３号 。）

ｇ ｄからfまでに掲げるもののほか、農地利用集積円滑化事業を適正かつ確

実に実施すると認められるものであること （規則第12条の12第４号）。

ｈ 農地利用集積円滑化事業を行おうとする者が、農地利用集積円滑化事業

を行うに当たって、事業実施地域が重複する他の農地利用集積円滑化団体

並びに農地保有合理化法人、都道府県農業会議、農業委員会等の関係機関

及び関係団体との適切な連携が図られると認められるものであること（規

則第12条の12第５号 。）

ｉ 農地利用集積円滑化事業規程の内容が、農業用施設の用に供される土地

又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき

農地所有者代理事業及び農地売買等事業を実施する場合における農業用施

設は、規則第10条第２号イからニまでに掲げるものであること（規則第12

条の12第６号 。）

ｊ 農地利用集積円滑化事業規程の内容が、規則第10条第２号イからニまで

に掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して当該農業用施設の用

に供される土地とすることが適当な土地について、農地所有者代理事業及

び農地売買等事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事

業と併せて行うものであること（規則第12条の12第７号 。）

(ｳ) 農業委員会の決定

市町村は、農地売買等事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化

事業規程について承認をしようとする場合には、あらかじめ、農業委員会の

決定を経なければならないこととされた（法第11条の９第４項 。）

(ｴ) 農地利用集積円滑化事業規程の承認の公告

、 、 、市町村は 農地利用集積円滑化事業規程の承認を行った場合は 遅延なく

その旨及び当該承認に係る事業の種類を、市町村の公報に記載することその

他所定の手段により公告を行わなければならないこととされた（市町村が農

地利用集積円滑化事業規程を定めた場合を含む （法第11条の９第５項、規。）

則第12条の13 。）

また、承認の申請を行った農地利用集積円滑化団体に対して次に掲げる事

項を記載した承認書を交付することが望ましい。

ａ 農地利用集積円滑化事業を行う者の名称及び住所

ｂ 農地利用集積円滑化事業の実施地域

ｃ 農地利用集積円滑化事業の種類

ｄ その他必要な事項

(ｵ) 農地利用集積円滑化事業規程の変更等

農地利用集積円滑化事業規程の変更の承認については法第11条の９第３項

から第５項までの規定を準用することとされ、廃止の承認については同条第
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４項及び第５項の規定を準用することとされた（法第11条の10第２項 。）

エ 農地利用集積円滑化団体からの報告徴収等

市町村は、農地利用集積円滑化事業について随時その実態の把握に努める必

要があり、農地利用集積円滑化団体に対し、その業務又は資産の状況に関して

報告を求め、業務運営の改善を命じ、農地利用集積円滑化事業規程の承認を取

り消すことができることとされた（法第11条の13の規定により準用される法第

９条から第11条 。）

なお、農地利用集積円滑化団体が市町村である場合、これらの規定は適用さ

れない。

農地利用集積円滑化団体の報告徴収等に当たっては、次に掲げる事項に留意

されたい。

(ｱ) 法第11条の13の規定により法第９条が準用されるが、その場合の「農地利

用集積円滑化事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき」と

は、例えば、次に掲げる場合又は次に掲げる場合に該当するおそれがある場

合であること。

ａ 農地利用集積円滑化団体としての事業活動が停滞している場合

ｂ 事業年度を通じて事業の実績が極めて少ない場合

ｃ 正当な理由なく農用地等の所有者からの委任の申込みに応じない場合、

農用地の買入価格又は売渡価格が不当に高い場合、効率的かつ安定的な農

業経営を営む者が希望するにもかかわらず貸付け等に応じない場合等農地

利用集積円滑化事業規程に則して事業を実施していないと認められる場合

ｄ その他農地利用集積円滑化事業の実施を通じて農業経営基盤の強化を図

っていくことができないと認められる場合

(ｲ) 法第11条の13の規定により法第10条が準用されるが、その場合の「農地利

」 、用集積円滑化事業の適正な運営に関し改善が必要であると認めるとき とは

例えば、農地利用集積円滑化団体から報告徴収した内容から、(ｱ)のａからｄ

に掲げる場合に該当すると認められる場合であること。

(ｳ) 農地利用集積円滑化事業規程の承認の取消し

市町村が、農地利用集積円滑化事業規程の承認を取り消すことができるの

は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とされた（法第11条の13の規

定により準用される法第11条第１項 。）

ａ 農地利用集積円滑化団体が法第４条第３項第１号に規定する農業協同組

合、一般社団法人又は一般財団法人等でなくなったとき。

ｂ 農地利用集積円滑化団体が法第11条の13の規定により準用される法第９

条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

ｃ 農地利用集積円滑化団体が法第11条の13の規定により準用される法第10

条の規定による命令に違反したとき。

、 、 、また 市町村は 農地利用集積円滑化事業規定の承認を取り消したときは

遅滞なく、その旨を公告しなければならないこととされた（法第11条の13の

規定により準用される法第11条第２項 。）
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オ その他農地利用集積円滑化事業の実施に関する事項

農地利用集積円滑化事業の実施に関しては、次の事項に留意されたい。

(ｱ) 農地利用集積円滑化団体は、その位置付けられている市町村基本構想に基

づき、その事業実施地域に係る農業振興地域整備計画の内容に則して適正か

つ円滑に農地利用集積円滑化事業を行うこと。

(ｲ) 農地利用集積円滑化団体は、関係機関及び関係団体との連携を図ること。

(ｳ) 市町村は、農地利用集積円滑化事業の実施状況を把握するため、毎年度、

前年度の事業実績及び当該年度の事業実施計画について農地利用集積円滑化

団体から報告を受けること。

３ 農地利用集積円滑化団体による買入れ協議

農用地の所有者から利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出等があ

った場合の農用地の利用関係の調整の相手方及び買入れ協議の相手方に、これまで

の農地保有合理化法人に加え、同様の機能を有する農地利用集積円滑化団体を含め

ることとされた（法第13条、法第13条の２ 。）

この場合の農地利用集積円滑化団体は、農地売買等事業を実施する者に限られる

ことに留意されたい。

第２ 市町村基本構想の記載事項の追加等

１ 市町村基本構想においては、効率的かつ安定的な農業経営への農用地の利用集積

、をはじめとする農用地の利用関係の改善に関する取組を明確に位置付けるとともに

こうした取組の前提となる地域農業の基本的な方向（地域における農用地の利用の

方向）を明らかにするため 「効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用、

地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項」を定め

ることとされた（法第６条第２項第３号 。）

具体的には、次の事項に留意されたい。

(1) 「効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する

目標」については、効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占める

べき面積の割合及び面的集積についての目標を記述すること。

(2) 「その他農用地の利用関係の改善に関する事項」については、市町村全体及び

地域ごとに、農用地の利用の状況、営農活動の実態等の現状、それらを踏まえた

今後の農地利用等の見通し、認定農業者等への農用地の利用集積等の将来の農地

利用のビジョン、これを実現するための具体的な取組の内容、関係機関及び関係

団体との連携等について具体的に記述すること。

２ 市町村は、関係機関及び関係団体の協力を得て、１の市町村基本構想に記述した

事項について、各年度ごとに農用地の利用集積の状況等を把握・検証し、必要に応

じて改善を図ることが望ましい。

３ 市町村基本構想の策定・変更に当たって、地域における関係者等の意見がより的

確に反映されるよう、関係者の意見を反映するための必要な措置を講ずることとさ

れた（法第６条第５項）が、その具体的方法は、例えば、次によることが考えられ

る。
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(1) 広く一般の意見を聴取するための公聴会の開催

(2) 農業関係団体等を対象とした説明会の開催（地域担い手育成総合支援協議会の

活用等）

(3) 広報誌、ホームページにおける案の掲載等による意見募集

第３ 農用地利用集積計画の要件等の見直し

１ 農用地の貸借規制の見直し

農地法における農地の貸借規制の見直しに併せて農用地利用集積計画においても

同様の見直しが行われた。農地法における見直しの考え方については 「農地法関、

係事務に係る処理基準 （平成12年６月１日付け12構改Ｂ第404号農林水産事務次官」

依命通知）の別紙１の第３の９の（１）において 「農地等についての権利取得は、

農地法第３条第２項が基本であり、同条第３項は、使用貸借による権利又は賃貸借

が設定される場合に限って例外的な取扱いができるようにしているところである 」。

と示されているところであるが、農用地利用集積計画においても同様の考え方によ

るものである。

(1) 賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者の備えるべき要件

賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者が法第18条第２項６号に規定

する者である場合は、次に掲げる要件すべてを満たすこととされた（法第18条第

３項第３号 。）

ア その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的か

つ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

なお、この場合の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意されたい。

(ｱ) 「適切な役割分担の下に」とは、例えば、農業の維持発展に関する話し合

い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣

害被害対策への協力等をいうこと。

、 、 、これらについて 例えば 農用地の利用権の設定等を受けようとする者は

市町村長に確約書を提出すること、市町村長と協定を結ぶこと等が考えられ

る。

(ｲ) 「継続的かつ安定的に農業経営を行う」とは、機械や労働力の確保状況等

からみて、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあることをいうこと。

イ その者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のうち

一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められ

ること。

なお、この場合の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意されたい。

(ｱ) 「業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜

の事業に常時従事すると認められる」とは、業務を執行する役員のうち一人

、 （ 、 、以上の者が その法人の行う耕作又は養畜の事業 農作業 営農計画の作成

マーケティング等を含む ）の担当者として、農業経営に責任をもって対応。

できるものであることが担保されていることをいうこと。

(ｲ) 「業務を執行する役員」とは、会社法（平成17年法律第86号）上の取締役
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のほか、理事、執行役、支店長等組織名であって、実質的に業務執行につい

ての権限を有し、地域との調整役として責任を持って対応できる者をいうこ

と。

権限を有するかの確認は、法人の登記事項証明、当該法人の代表者が発行

する証明書等で行う。

(2) 賃借権又は使用貸借による権利の設定を行う場合の農用地利用集積計画の記載

事項

賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者が法第18条第２項６号に規定

する者である場合の農用地利用集積計画の作成に当たっては、次の事項を定める

ものとされた。

ア 貸し付けられた農用地が適正に利用されていないと認められる場合には貸借

の解除をする旨の条件（法第18条第２項第６号）

イ 法第18条第２項６号に規定する者で農用地について賃借権又は使用貸借権の

設定を受けた者は 毎年 当該農用地の利用状況を市町村の長に報告する旨 法、 、 （

第18条第２項第７号）

この場合、市町村の長は、その報告の写しを農業委員会に提出することが望

ましい。

なお、市町村は、法第18条第２項６号に規定する者が撤退した場合の混乱を

防止するため、規則第17条に規定する「その他利用権の設定等に係る法律関係

に関する事項」として、農用地利用集積計画に次に掲げる事項その他の撤退し

た場合の混乱を防止するための取決めを実行する能力があるかについて確認し

て記載することが望ましい。

(ｱ) 農用地を明け渡す際の原状回復の義務を負う者

(ｲ) 原状回復の費用の負担者

(ｳ) 原状回復がなされないときの損害賠償の取決め

(ｴ) 貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払の取決め

(3) 賃貸借又は使用貸借による権利の設定を受けた者に対する勧告

市町村の長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、農用地利用集積

計画の定めるところにより賃貸借又は使用貸借による権利の設定を受けた法第18

条第２項第６号に規定する者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべ

きことを勧告することができることとされた（法第20条の２第１項 。）

ア その者がその農用地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域に

おける農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じていると

き。

イ その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的か

つ安定的に農業経営を行っていないと認めるとき。

ウ その者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のいず

。れもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認めるとき

なお、この場合の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意されたい。

(ｱ) 法第20条の２第１項の「相当の期限」とは、講ずべき措置の内容、生じて
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いる支障の除去の緊急性等に照らして、個別具体的に設定されるものである

が、法第20条の２第１項各号の状況を可能な限り速やかに是正するために必

要な期限とすること。

(ｲ) 法第20条の２第１項第１号に該当する場合とは、例えば、病害虫の温床と

なっている雑草の刈り取りをせず、周辺の作物に著しい被害を与えている場

合等をいうこと。

(ｳ) 法第20条の２第１項第２号に該当する場合とは、例えば、担当である水路

の維持管理の活動に参加せず、その機能を損ない、周辺の農用地の水利用

に著しい被害を与えている場合等をいうこと。

(ｴ) 法第20条の２第１項第３号に該当する場合とは、例えば、法人の農業部門

の担当者が不在となり、地域の他の農業者との調整が行われていないために

周辺の営農活動に支障が生じている場合等をいうこと。

(4) 農用地利用集積計画の取消し

ア 市町村は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、農業委員会の決定

を経て、農用地利用集積計画のうち当該各事項に係る賃借権又は使用貸借によ

る権利の設定に係る部分を取り消さなければならないこととされた（法第20条

の２第２項 。）

(ｱ) 農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利

の設定を受けた法第18条第２項６号に規定する者がその農用地を適正に利用

していないと認められるにもかかわらず、これらの権利を設定した者が賃貸

借又は使用貸借の解除をしないとき（法第20条の２第２項第１号 。）

なお、この場合の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意されたい。

ａ 法第20条の２第２項第１号の「農用地を適正に利用していない」とは、

農地法第４条第１項又は同法第５条第１項の規定に違反して賃借権又は使

用貸借による権利の設定を受けた農用地を農用地以外のものにしている場

合、賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地を同法第30条第

３項第１号に該当するものにしている場合等をいうこと。

ｂ 農地法第４条第１項又は同法第５条第１項の規定に違反して賃借権又は

使用貸借による権利の設定を受けた農用地を農用地以外のものにしている

場合には、農業委員会と連携して違反を確認次第直ちに賃借権又は使用貸

借による権利の設定した者に対し貸借の解除を行う意思の確認を行い、貸

借の解除が行われない場合には、農用地利用集積計画のうち当該事項に係

る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分の取消しを行うものと

する。この場合の手続については、行政手続法（平成５年法律第88号）第

３章の規定により行うこと。

ｃ 賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地を農地法第30条第

３項第１号に該当するものにしている場合には、農業委員会においてその

状態が確認された時点から速やかに、同項の指導を行い、同法第32条の遊

休農地である旨の通知の際に賃借権又は使用貸借による権利を設定した者

、 、に対し貸借の解除を行う意思の確認を行うこととなるが それによっても
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貸借の解除が行われない場合には、市町村は、農用地利用集積計画のうち

当該賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分の取消しを行うもの

とする。この場合の手続については、行政手続法第３章の規定により行う

こと。

(ｲ) 法第20条の２第１項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかっ

たとき（法第20条の２第２項第２号 。）

イ 法第20条の２第２項の規定による取消しをしたときは、農用地利用集積計画

を取り消した旨及び当該農用地利用集積計画のうち当該取消しに係る部分（規

則第17条に規定する「農業経営の状況」を除く ）を市町村の公報に記載する。

ことその他所定の手段により公告しなければならないこととされた（法第20条

の２第３項、規則第20条の２ 。）

ウ 法第20条の２第５項の「あっせんその他の必要な措置」とは、当該農用地の

所有者に対しての当該農用地についての権利の設定のあっせん等（農地保有合

理化事業の実施、農地利用集積円滑化事業の実施等）の働きかけ等をいう。

エ 法第18条第２項６号に規定する者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を

受けた農用地を適正に利用していないと認められる場合の賃貸借の解除は、農

地法第18条第１項第６号の規定に基づきあらかじめ農業委員会に届け出て行う

場合は、同項の許可は要しない。

２ 共有農用地についての関係権利者の全員同意要件の見直し

農用地利用集積計画については、利用権設定等が行われる農用地について所有者

及び所有者以外の使用収益権を有する者のすべての同意を得なければならないとさ

れているが、相続等により共有状態となる農用地の増加が見込まれる中で、利用権

設定等促進事業の円滑な実施により農用地の有効利用を図るため、共有農用地にお

ける農用地利用集積計画の策定に係る共有者の同意について、存続期間が５年以内

の利用権の設定又は移転については、共有持分を有する者の過半の同意でよいもの

とされた（法第18条第３項第４号ただし書 。）

３ 農業生産法人の構成員による農地取得の特例の取扱い

農用地利用集積計画においては、農業生産法人の構成員が、当該法人に農用地に

ついて利用権の設定等を行うため、利用権の設定等を受けることができることとさ

れているが、本特例の対象となる農業生産法人の構成員から、農地法第２条第３項

第２号チに掲げる者（いわゆる関連事業者）を除外することとされた（法第18条第

３項第２号ただし書 。）

第４ 特定農業法人制度等の拡充

特定農業法人について、農業生産法人以外の法人も含めた農業経営を営む法人とさ

れ、特定農業団体についても、農業経営を営む法人になることが確実であると見込ま

れるものとされた（法第23条第４項 。）

第５ 農業経営基盤強化促進事業の実施

１ 農業経営基盤強化促進事業の実施区域の変更
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市街化区域内の農用地等については、市街化を図るべきものとして都市的土地利

用へ転換されることが期待されることから、原則として、市町村が行う農業経営基

盤強化促進事業の実施区域から除外することとされた（法第17条第２項 。）

２ 農地利用集積円滑化事業を促進する事業の追加

市町村が行う農業経営基盤強化促進事業において、農地利用集積円滑化事業を促

進する事業を位置付けることととされた（法第４条第４項第３号 。）

具体的には、市町村において、農用地等の所有者、効率的かつ安定的な農業経営

を営む者等の地域の関係者に農地利用集積円滑化事業の趣旨が十分に理解され、地

域一体となって農地利用集積円滑化事業を進めるとの合意形成が行われるよう、農

地利用集積円滑化事業に関する普及啓発活動等を行うことが望ましい。

第６ 遊休農地対策の廃止等

、１ これまで農業経営基盤強化促進法において措置されていた遊休農地対策について

農地法において新たな遊休農地対策を規定されることとなったことに伴い、廃止さ

れた。

２ 市町村基本構想で定めた要活用農地が相当程度存在する区域において行うとされ

た特定法人貸付事業については、廃止された。
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別添１

（利用上の注意）

本契約書例は、基本的な内容を参考として示したものであり、活用する際は農地利用集

積円滑化団体に委任する内容に応じて加筆又は修正して差し支えない。

利用権設定等委任契約書例

委任者及び受任者は、この契約書の定めるところにより、利用権設定等委任契約（以下

「本契約」という。）を締結する。

この契約書は、２通作成して委任者及び受任者がそれぞれ１通を所持する。

平成 年 月 日

委任者（以下「甲」という。）

氏 名 印

住 所

受任者（以下「乙」という。）

農地利用集積円滑化団体名

代表者名 印

住 所

第１条（契約の趣旨）

甲は、乙に対し、甲が所有する土地について、利用権（農業上の利用を目的とする賃

借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される

使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。）の設定若しくは移転、所有権の移

転（以下「利用権の設定等」という。）又は農作業の委託に関する事務を委任し、乙は

これを受任する。

第２条（利用権の設定等の事務を委任する土地）

甲は、乙に対し、本契約により次の土地（以下「委任土地」という。）について、利

用権の設定等又は農作業の委託に関する事務を委任するものとする。

所 在 地 番 地 目 面積（㎡） 委任する事務の種類 備 考

注１： 「委任する事務の種類」は、「賃借権の設定又は移転の委任」、「使用貸借による権利の設定

又は移転の委任」、「農業経営の委託の委任」、「所有権の移転の委任」及び「農作業の委託の

委任」のうちから選択して記入する。

注２： 備考欄には、現に権原に基づき使用及び収益する者並びに農作業の委託を受けている者が

ある場合は、その旨を記入する。
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第３条（委任事務の範囲）

乙は、次に掲げる事務（以下「本件委任事務」という。）について、甲を代理するも

のとする。

一 利用権の設定等又は農作業の委託の相手方として適当と認められる者（以下「適格

者」という。）の選定に関すること。

二 適格者との利用権の設定等又は農作業の委託を行う場合の条件等の協議及び調整に

関すること。

三 委任土地に係る利用権の設定等に関する契約の締結、変更、更新及び解除、農地法

（昭和27年法律第229号）第３条第１項の許可の申請並びに農業経営基盤強化促進法

（昭和55年法律第65号）第18条第１項の農用地利用集積計画への同意に関すること。

四 委任土地に係る農作業の委託に関する契約の締結、変更、更新及び解除に関するこ

と。

２ 委任土地について、農用地利用集積計画によって賃借権又は使用貸借による権利の設

定若しくは移転を行う場合の条件その他法律関係に関する事項については、別紙１のと

おりとする。

３ 委任土地について、農用地利用集積計画によって所有権の移転を行う場合の条件その

他法律関係に関する事項については、別紙２のとおりとする。

４ 委任土地について、農用地利用集積計画によって農業経営の委託を行う場合の条件そ

の他法律関係に関する事項については、別紙３のとおりとする。

第４条（賃借権の設定等又は農作業の委託を行う場合の条件等）

乙は、委任土地について利用権の設定等又は農作業の委託を行う場合は、次に掲げる

事項について、あらかじめ甲が申し出た内容を基に適格者と協議するものとする。

なお、乙と適格者との協議の結果、甲が申し出た内容と異なる場合は、乙は甲の同意

を得て決定するものとする。

一 賃借権の設定又は移転を行う場合は、賃借権の設定時期、賃借権の存続期間、借賃

及び借賃の支払方法

二 使用貸借による権利の設定又は移転を行う場合は、賃借権の設定時期及び賃借権の

存続期間

三 所有権の移転を行う場合は、所有権移転の時期、対価、対価の支払方法、対価の支

払期限及び引渡しの時期

四 農業経営の委託を行う場合は、農業経営の委託により設定される権利の設定時期、

農業経営の委託により設定される権利の存続期間及び損益の決済方法

五 農作業の委託を行う場合は、契約期間、作業の内容及び委託料金

第５条（再委任の禁止）

乙は、本件委任事務の一部又は全部を再委任しないものとする。
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第６条（専属専任）

甲は、委任土地について、本件委任事務を乙以外の者に対し、重ねて委任することは

できないものとする。

また、甲は、本契約に係る土地について、自ら利用権の設定等又は農作業の委託を行

うことはできないものとする。

第７条（相手方等の指定の禁止）

甲は、本契約の締結に当たり、委任土地について利用権の設定等又は農作業の委託の

相手方を指定することはできないものとする。

第８条（契約の期間）

本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとす

る。

なお、この期間は、甲及び乙の合意に基づき更新することができるものとする。

第９条（契約の承継）

相続等により甲の有する所有権を承継した者（以下「一般承継人」という。）は、本

契約に基づく委任者の地位を承継するものとし、当該地位を承継した者（以下「地位承

継者」という。）は、速やかにその旨を乙に対し届け出なければならないものとする。

なお、一般承継人が複数であるときは、その中から代表者１名を地位継承者として選

任し、その旨を乙に対し通知させるものとする。

第10条（契約の解除）

甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には本契約を解除することができる。

一 本契約に違反する行為があった場合で、相当の期間を設けて本契約上の履行を催告

してもなお、義務の履行がない場合

二 自然災害等による委任土地の滅失、汚染等によって農業上の利用が困難になったと

認められる場合

２ 前項の規定にかかわらず、乙が農地利用集積円滑化団体でなくなったときは、本契約

は当然解除されたものとする。

第11条（契約の解約）

本契約の有効期間中において、本契約を解約する場合は、双方の合意により解約する

ものとする。

第12条（賃借権の設定等をすることができない場合の農地情報の提供）

乙は、適格者に対して利用権の設定等又は農作業の委託をすることができないと認め

たときは、遅滞なく、甲に対しその旨を通知するとともに、次に掲げる委任土地に関す
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る情報を農用地のあっせん又は新規就農者等への農地情報の提供を行う機関及び団体へ

提供できるものとする。

一 土地の所在

二 地番

三 面積

四 地目

五 作付状況

六 基盤整備状況

七 借賃、賃借期間、売買単価（10a当たり）及び権利移転の時期

第13条（資料等の提供）

甲は、乙から本件委任事務の処理に必要となる資料等の提供を要請された場合には、

無償で応ずるものとする。

第14条（秘密保持）

乙は、第12条により農地情報を提供する場合を除き、甲から提供を受けた情報を全て

秘密として取り扱い、その管理に必要な措置を講ずるものとする。ただし、次の各号の

いずれかに該当する情報については、この限りではない。

一 提供を受けたときに既に保有していた情報

二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

三 提供を受けた情報に関係なく、独自に開発した情報

四 本契約に違反することなく公知となった情報

五 甲が、文書をもって開示に同意した情報

第15条（報告）

一 乙は、毎年、本件委任事務の処理状況を記載した報告書を作成し、甲に送付するも

のとする。

二 甲は、必要と認めるときは、前号にかかわらず本件委任事務の処理状況につき乙に

報告を求めることができるものとする。

第16条（本契約に定めのない事項の取扱い）

その他本契約に定めのない事項が生じたときは、甲及び乙が協議して定める。


